










別表第１（第３条、第５条関係） 

経費区分 科　　目 内　　　　容 補助率

人件費 人件費
民間団体等から派遣された職員及びプロパー職員に係
る人件費

事業費 １　観光客受入事業

観光客のおもてなし、観光案内所及び二次交通の整
備、旅行業務の推進、イベントの開催・支援並びに
「こうち旅広場」の管理運営等の観光客の受入れに要
する経費

２　スポーツ推進事業
プロ・アマスポーツのキャンプ及び大会の誘致等のス
ポーツ観光の推進に要する経費

３　国内誘致事業
国内観光客の誘致に向けた旅行会社等に対する助成、
セールス、情報収集及び発信並びにコンベンションの
誘致等に要する経費

４　国際誘致事業
外国人観光客の誘致に向けた旅行会社等に対する助
成、セールス、情報収集及び発信等に要する経費

５　プロモーション事業　
観光情報の収集・発信及びフィルムコミッション事業
等の観光プロモーションに要する経費

事務経費 事務経費 上記事業の執行に係る事務経費

補助対象経費

定額



別表第２（第５条関係）

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３

号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。

２ 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を

有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品

その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又

は運営に協力し、又は関与したとき。

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認めら

れる者であることを知りながら、これを利用したとき。

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は

第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。





第２号様式（第４条関係）　

経費配分計画書
単位：千円

経費区分 科 目 事業費 摘　要

人 件 費 人 件 費

観 光 客 受 入 事 業

国 内 誘 致 事 業

国 際 誘 致 事 業

ス ポ ー ツ 推 進 事 業

プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業

事 務 経 費 事 務 経 費

　小　　　　　　　　計

　小　　　　　　　　計

　小　　　　　　　　計

計

注　１　「摘要」欄は、主な事業内容を記入してください。
　　２  月別の執行計画書を添えてください。

事　業　費














